
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
三
十
二
号 

平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号
（
災
害
救
助
法
に
よ
る
救
助
の
程
度
、
方
法
及
び

期
間
並
び
に
実
費
弁
償
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
三
年
八
月
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

第
一
条
中
「
第
一
項
各
号
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
る
。 

第
二
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
「
及

び
」
を
「
並
び
に
同
条
第
一
項
第
一
号
の
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
ハ
中
「
設
置
費
」
の
下
に
「
（
法

第
四
条
第
二
項
の
避
難
所
に
つ
い
て
は
、
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
必
要

と
な
る
別
に
定
め
る
経
費
）
」
を
加
え
、
同
号
へ
中
「
避
難
所
」
を
「
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号

の
避
難
所
」
に
、
「
す
る
こ
と
」
を
「
し
、
同
条
第
二
項
の
避
難
所
を
開
設
で
き
る
期
間
は
、
法

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
救
助
を
開
始
し
た
日
か
ら
、
別
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る

こ
と
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
第
三
号
中
「
一
月
以
内
」
を
「
三
月
以
内
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律

第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
災
害
対
策
本
部
、
同
法
第
二
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
常
災
害
対
策
本
部
又
は
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

緊
急
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
災
害
に
あ
っ
て
は
、
六
月
以
内
）
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
中
「
第
一
項
各
号
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
イ
中
「
被
災

者
」
の
下
に
「
（
法
第
四
条
第
二
項
の
救
助
に
あ
っ
て
は
避
難
者
）
」
を
加
え
る
。 

第
十
四
条
第
一
号
イ
⑴
中
「
二
万
千
五
百
円
」
を
「
二
万
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
中

「
一
万
五
千
五
百
円
」
を
「
一
万
五
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑷
中
「
一
万
五
千
円
」
を
「
一

万
五
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑹
中
「
二
万
五
千
三
百
円
」
を
「
二
万
五
千
六
百
円
」
に
改

め
、
同
号
イ
⑺
中
「
二
万
六
千
五
百
円
」
を
「
二
万
六
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑻
中
「
二

万
六
千
四
百
円
」
を
「
二
万
七
千
三
百
円
」
に
改
め
る
。 


